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申し入れ
（ ）大阪第一・第二運輸所ダイヤ改正 行路・交番

１月１１日、会社は、次期ダイヤ改正における「行路・交番他」を提示してきましたが、
この間、東海労は乗務員・乗客の生命と安全を第一に考え 「新幹線車内業務の見直し」に、
おける新幹線車掌３名から２名体制には一環して反対の立場を訴えてきました。しかし、会
社は車掌を１名減らしても安全には問題はないとの姿勢です。

次期ダイヤ改正における「行路・交番」を検証した結果、乗務員の労働強化から安全・健
康が確保されていない内容となっているため、大一運・大二運分会は、地本を通して会社に
申し入れを行いました。

１．交番順序について
①運転士の交番順序が「乗組・予備・乗組・予備・予備・予備」の6ヶ月パターンになる
との提案がなされた。予備月が３ヶ月連続になり、生活設計が成り立たない。予備月につ
いても、休日指定を前月の10日に実施すること。
②各乗務員の交番順序（6ヶ月パターン）を２月末までには、明らかにすること。
③予備月についても就業規則５５条にある通り、毎月２５日までに翌月分勤務を指定する
こと。

２．準備報告時間について
①車掌・運転士のクルー化に伴い各運輸所、各駅、各車両所において算出した全ての準備
報告時間を明らかにすること。
②運転士行路で短回と短区間巡回を含めた場合の準備報告時間について、相違を明らかに
すること。

、 、③車掌行路は発前が６分増になっているが 新型車掌携帯端末は取扱いが煩雑であるため
退出前にも6分増とすること。
④アルコール検査の実施に伴う時間について、明らかにすること。アルコール検知する時
間を付加すること。

３．行路について
①食事時間については、充分な時間を確保すること。

大阪第一運輸所Ｂ３０２．３０３．３１３．３１４行路、大阪第二運輸所Ｂ４０４．
４０５．４０７．４０９．４１１．４１５．４１８行路については問題があり、改善する
こと。少なくとも労働外時間として３０分以上を確保すること。
②運転士の一丁半行路に入出庫を伴う大阪第一運輸所Ｂ３０４．３０５行路、大阪第二運
輸所Ｂ４０３．４０５行路は入出庫を外すこと。
③行路の拘束時間については２４時間以内で作成すること。特に２７時間以上の拘束時間



の行路大阪第一運輸所Ｂ３０８．１３０２．１３０７行路、車掌Ｍ・Ｔ３０８、３１０
行路、大阪第二運輸所Ｍ・Ｔ４１２行路については改善すること。
④各組の拘束時間について標準化をはかること。大阪第二運輸所Ｂ４０１．４０２行路
の東京段落ち時間２時間以内にすること。
⑤睡眠時間は6時間を確保すること。大阪第一運輸所Ｂ３１４．３１６．３１７行路、
大阪第二運輸所Ｂ４１４．４１８．４１９．１４０２．１４０３．１４０４行路について
は改善すること。
⑥大阪第二運輸所Ｍ・Ｔ・Ｂ４１７行路の退出時間１８時２８分について、１７時台に改
善すること。
⑦車掌及び運転士の短区間巡回時に、列車の運行が乱れた場合の連絡方法及び指示方につ
いて明らかにすること。
⑧短巡回行路の目的を明らかにすること。
⑨短巡回行路 「新大阪～京都間」を「新大阪～名古屋間」に変更すること。、
⑩短巡回行路、３往復から２往復に変更し、必ず労外時間を確保すること。また、休憩時
間を増やすこと。
⑪短巡回行路、乗務する列車の着発時刻の間隔を15分以上確保すること。
⑫短巡回行路を車掌長交番にも平等に配置すること。配置してない理由を明らかにするこ
と。
⑬短巡回行路、列車遅延発生時の運用に関する基本的考えを明らかにすること。
⑭短巡回行路、列車遅延発生時に次の列車の乗務のために走る事や急ぐような指示はしな

いこと。間に合わない場合等の判断や、次々列車の乗務を考えて待機するなど乗務員によ
る判断を優先させること。
⑮短巡回行路における、待ち時間でのホーム巡回指示はやめること。
⑯新大阪駅ホーム、東京方乗務員待機室を常時開放すること。
⑰乗務員の移動時、各駅でのエスカレーター使用を認めること。
⑱勤務に制限がある乗務員の運用を明らかにすること。

４．その他
①新型車掌携帯端末のマニュアル操作が煩雑であるため、乗務員から取扱いに苦慮してい
る意見が多く出されている。再度、新型車掌携帯端末のマニュアル操作に対する教育訓練
を実施すること。
②これまで発生した新型車掌携帯端末の不具合等を全て明らかにすること。

③新型車掌携帯端末のバッテリーの消費が早く、業務に支障をきたしている。バッテリー
消費の問題を改善すること。
④新型車掌携帯端末の不具合やバッテリー改善が完了するまで、旧型車掌携帯端末を使用
すること。
⑤車内でも新型車掌携帯端末を充電出来るように充電コードを設置すること。
⑥休養室に設置した充電コードで、各乗務員の労働外時間で充電をさせている。各乗務員
に対して付加時間を付加すること。
⑦今回の施策実施に伴い定例訓練等で説明が行われている。しかし疑問を感じても、質問
時間が充分に保障されていない中で、終了しているのが実態といえる。充分な時間を保障
すると共に、広く社員の疑問、不安を払拭する方法を講じること。また、労働外時間にお
いて、社員が業務に関する質問時間を労働時間とすること。
⑥車掌・運転士のクルー化に伴い各運輸所の行路の拘束時間について、これまで拘束時間
の短縮を主張してきたが、逆行した作成となっている。車掌・運転士のクルー化を解消す
ること。 以上




